
専決処分第２号 

 

    専 決 処 分 書 

 

  高根沢町都市計画税条例（昭和４３年高根沢町条例第４号）の一部改正について、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招

集する時間的余裕がないことが明らかであるので、専決処分する。 

 

令和７年３月３１日 

 

高 根 沢 町 長  加 藤 公 博    
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【説明資料】高根沢町税務課 
 

高根沢町都市計画税条例の一部改正について 

 

１ 概要 

  地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律（令和７年法律第７号）が令和７年３月 31日に公布され、

都市計画税に係る改正の一部が令和７年４月１日に施行されることから、本町においてもこれに準じ、所要の改正をするもので

す。 

 

２ 改正内容 

（１） 法改正に伴う引用規定の項ずれを改正するものです。 

（附則第４項から第７項まで及び第 17項） 

（２） 番号法利用改正に伴う引用規定の項ずれを改正するものです。 

（附則第７項） 

 

３ 施行日 

   令和７年４月１日 

 

 

※  令和４年度から令和７年度までの各年度分の都市計画税の課税はありませんが、税制改正に合わせ条例改正を行います。 
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高根沢町条例第  号 

 

   高根沢町都市計画税条例の一部を改正する条例 

 

高根沢町都市計画税条例（昭和43年高根沢町条例第４号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

（法附則第15条第36項の条例で定める割合） （法附則第15条第37項の条例で定める割合） 

４ 法附則第15条第36項に規定する市町村の条例で定める割合は３

分の２とする。 

４ 法附則第15条第37項に規定する市町村の条例で定める割合は３

分の２とする。 

（法附則第15条第37項の条例で定める割合） （法附則第15条第38項の条例で定める割合） 

５ 法附則第15条第37項に規定する市町村の条例で定める割合は２

分の１とする。 

５ 法附則第15条第38項に規定する市町村の条例で定める割合は２

分の１とする。 

（法附則第15条第41項の条例で定める割合） （法附則第15条第42項の条例で定める割合） 

６ 法附則第15条第41項に規定する市町村の条例で定める割合は４

分の３とする。 

６ 法附則第15条第42項に規定する市町村の条例で定める割合は４

分の３とする。 

（改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用

を受けようとする者がすべき申告） 

（改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用

を受けようとする者がすべき申告） 

７  ７  

（１） 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号（行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律（平成25年法律第27号）第２条第５項に規定する個人番号

をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限

（１） 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号（行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律（平成25年法律第27号）第２条第５項に規定する個人番号

をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限
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る。以下この号において同じ。）又は法人番号（同条第16項に

規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。）（個人

番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は

名称） 

る。以下この号において同じ。）又は法人番号（同条第15項に

規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。）（個人

番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は

名称） 

（市街化区域農地に対して課する都市計画税の課税の特例） （市街化区域農地に対して課する都市計画税の課税の特例） 

17 法附則第15条第１項、第９項、第13項から第17項まで、第19項、

第20項、第24項、第27項、第31項から第33項まで、第36項、第37

項、第41項若しくは第44項、第15条の２第２項、第15条の３又は

第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第２条

第２項中「又は第33項」とあるのは「若しくは第33項又は附則第1

5条から第15条の３まで若しくは第63条」とする。 

17 法附則第15条第１項、第９項、第13項から第17項まで、第19項、

第20項、第24項、第27項、第31項から第34項まで、第37項、第38

項、第42項若しくは第45項、第15条の２第２項、第15条の３又は

第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第２条

第２項中「又は第33項」とあるのは「若しくは第33項又は附則第1

5条から第15条の３まで若しくは第63条」とする。 

 備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の高根沢町都市計画税条例の規定は、令和７年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和６年度分まで

の都市計画税については、なお従前の例による。 
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